
第　２　章　　　総　　　　　　　括

１　　建設部の組織図

◎本　　　　　庁

      ◎建設部地方機関

◎地域振興局

第 1 節   組 織 ・ 機 構 

（建築指導班）
（住宅・営繕班）

企画監理班 企画監理班
企画調査課 企画調査課

企画調査班 企画調査班

工務第１班 工務第１班
工 務 課

工 務 課 工務第２班 由利地域 工務第２班
鹿角地域 建設部長 次　長

建設部長 次　長 （工務第３班） 振 興 局
振 興 局 大内ダム管理事務所

砂子沢ダム管理事務所
用 地 課 用地・管理班

用 地 課 用地・管理班

（建築指導班）
（ 建 築 課 ）（ 建 築 課 ）

（住宅・営繕班）

（建築指導班）
（県営住宅班）

企画監理班
企画監理班

企画調査課 企画調査第１班

（営繕班）

企画調査課 企画調査第１班

企画調査第２班
企画調査第２班

工務第１班
工務第１班
工務第２班

仙北地域
建設部長 次　長

建設部長 次　長 工務第３班
域振興局 工務第３班

振 興 局

協和ダム管理事務所

萩形ダム管理事務所

工 務 課 工務第２班
北秋田地 工 務 課

鎧畑ダム管理事務所
森吉ダム管理事務所
早口ダム管理事務所

用 地 課 用地・管理班山瀬ダム管理事務所

（ 建 築 課 ）
用 地 課 用地・管理班

建築指導班
建 築 課

企画監理班
住宅・営繕班

企画調査課
企画調査班

企画監理班
工務第１班

企画調査課
企画調査班

工 務 課 工務第２班
平鹿地域

建設部長 次　長 （工務第３班）
工務第１班

振 興 局
工 務 課

山本地域 工務第２班
大松川ダム管理事務所

建設部長 次　長
振 興 局

素波里ダム管理事務所
用 地 課 用地・管理班水沢ダム管理事務所

建築指導班
建 築 課

（下水道課） （下水道班）
住宅・営繕班

用 地 課 用地・管理班

企画監理班（建築指導班）
企画調査課（ 建 築 課 ）

企画調査班（住宅・営繕班）

工務第１班
工 務 課

工務第２班
企画監理班

雄勝地域
建設部長 次　長

企画調査課 企画調査第１班
振 興 局 皆瀬・板戸ダム管理事務所企画調査第２班

用 地 課 用地・管理班
工務第１班

工 務 課
秋田地域 工務第２班

（建築指導班）
建設部長 次　長

（ 建 築 課 ）
振 興 局

（住宅・営繕班）
旭川ダム管理事務所

建築指導班
建 築 課 県営住宅班

営繕班

岩見ダム管理事務所

下 水 道 課 下水道班

管理班
用 地 課

用地班

総務班
建 設 政 策 課 長 経理班

政 策 監 企画・広報班
建設業班
用地班

調整・建設マネジメント班
技 術 管 理 課 長

積算管理班
技 術 管 理 監

調整・都市計画班
都 市 計 画 課 長

都市整備班

調整・環境整備班
下 水 道 課 長

流域下水道班

調整・企画管理班
道 路 課 長 道路建設班

工務班
港湾班

政 策 監 道路環境・維持班

参事（兼）

調整・企画管理班
河 川 砂 防 課 長 河川・ダム・海岸班

建 築 住 宅 課 長 公共住宅班

流 域 防 災 監 砂防・防災班

管理班
調整・空港班 秋 田 港 湾 事 務 所

港 湾 空 港 課 長

総務班
秋 田 空 港 管 理 事 務 所 基本施設班

政 策 監
船 川 港 湾 事 務 所 管理班

調整・住宅政策班
能 代 港 湾 事 務 所 管理班

建
設
部
長

調整・建築班 保安施設班
営 繕 課 長

設備班
総務班

大館能代空港管理事務所
施設班

建築指導班

建
設
技
監

港
湾
技
監

次 長
（事　務）

次 長
（技　術）
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       ２　　建設部及び地域振興局建設部職員数
H27.4.1現在

土木 建築 機械 電気 林業 農業土木 小計 事務 土木 建築 現業 土木 建築

建設部 1 5 5 6

建設政策課 31 12 2 14 45 3 3

技術管理課 6 1 1 4 12 12

都市計画課 3 9 1 10 13

下水道課 1 7 2 1 10 11

道路課 2 17 17 19 1 1

河川砂防課 2 16 16 18 1 1

港湾空港課 2 8 1 9 11

建築住宅課 2 12 12 14

営繕課 6 3 2 11 11

本　　庁　　計 44 80 22 5 3 1 5 116 160 3 2 5

秋田港湾事務所 7 5 5 12

船川港湾事務所 2 2 2 4 1 1

能代港湾事務所 2 5 5 7

秋田空港管理事務所 8 6 3 9 1 18

大館能代空港管理事務所 5 4 3 7 1 13

地 方 事 務 所 計 24 22 6 28 2 54 1 1

68 102 22 5 9 1 5 144 2 214 3 3 6

鹿角地域振興局建設部 5 22 22 4 31 1 1

北秋田地域振興局建設部 6 44 11 1 1 57 8 71 2 2 1 2 7

山本地域振興局建設部 6 26 26 5 37 1 1 1 3

秋田地域振興局建設部 14 44 10 6 5 65 7 86 2 8 2 1 13

由利地域振興局建設部 5 26 26 4 35 1 4 1 6

仙北地域振興局建設部 6 34 1 1 36 6 48 1 3 1 5

平鹿地域振興局建設部 5 22 10 32 4 41 3 2 1 6

雄勝地域振興局建設部 5 27 27 7 39 1 1

52 245 31 8 7 291 45 388 6 23 5 4 2 2 42

120 347 53 13 16 1 5 435 47 602 9 26 5 4 2 2 48

23 4 1 28 28 2 1 3

120 370 57 14 16 1 5 463 47 630 9 28 6 4 2 2 51

※ 再任用職員及び任期付職員数は外数で表示

技　　術　　職　　員
現業
職員

合計
再任用職員

合　　　　　　計

部外配属　計

総　　　　計

任期付職員
計

建

設

部

建設部　合計

地
 
域
 
振
 
興
 
局

地域振興局建設部　合計

所　　属　　名　
事務
職員
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３　　建設部事務分掌

本　　庁

                
 ・人事、予算及び経理に関すること。      
 ・主要施策の企画及び調整並びに広報に関すること。 
 ・建設業の許可及び監督に関すること。 
 ・建設工事の入札・契約制度に関すること。 

 ・公共用地の取得に伴う損失補償の基準に関すること。 
 ・土地利用に関すること。 

 ・土地収用及び収用委員会に関すること。 
 ・国土交通省所管公共用財産に関すること。 

建 設 政 策 課  

                
 ・公共工事等の建設技術に係わる企画、調整及び指導に関すること。 
 ・建設技術の向上及び研修に関すること。 
 ・公共工事等の設計積算・品質確保に関すること。 
 ・公共工事等の情報化の推進に関すること。 
 ・建設工事における建設副産物の再資源化に関すること。 

技 術 管 理 課  

                
 ・都市政策に関すること。 
 ・都市計画（土地利用、都市施設等）の決定に関すること。 
 ・街路事業・土地区画整理事業等の認可・指導に関すること。 
 ・街路・都市公園の改築等に関すること。 
 ・景観施策に関すること。 

都 市 計 画 課 

                
 ・生活排水処理に関する調査、企画及び調整に関すること。 
 ・公共下水道の計画、実施業務指導、下水道等整備構想に関すること。 
 ・流域別下水道整備総合計画の策定及び流域下水道の建設維持管理に関すること。  
  ・農業集落排水及び合併処理浄化槽の整備に関すること。 

下 水 道 課 

                
 ・道路に関する調査、企画及び調整に関すること。 
 ・道路の新設及び改築に関すること。 
 ・高速道路の整備促進に関すること。 
 ・道路の維持及び修繕に関すること。 
 ・路線の認定、廃止及び変更に関すること。 
 ・市町村道事業の指導に関すること。 
 ・交通安全施設整備に関すること。 

道 路 課 
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地　　方

                
 ・河川、ダム、海岸、砂防及び傾斜地の管理、調査、企画及び調整に関すること。 
 ・河川事業及び砂防事業の計画及び実施に関すること。 
 ・土木災害対策の総合調整及び災害復旧工事の総括に関すること。 

河 川 砂 防 課 

                
 ・公有水面の埋め立てに関すること。         
 ・秋田空港及び大館能代空港に関すること。 
 ・港湾・海岸の計画、調査に関すること。       

港 湾 空 港 課 

                
 ・住宅政策に関すること。         
 ・公営住宅計画、建設に関すること。 
 ・公営住宅の管理指導に関すること。 
 ・建築基準法他、宅地・建物に係る関係法令の指導に関すること。 

建 築 住 宅 課 

                
 ・営繕工事の設計・積算基準に関すること。 
 ・県有建築物（知事部局所管、教育庁所管）の調査、設計及び監督等に関すること。 

営 繕 課 

                
 ・用地の取得、物件移転、補償及び登記に関すること。 
 ・都市計画及び都市計画事業に関すること。 
 ・道路、河川、海岸、砂防、都市計画施設、住宅及び営繕等に係る工事の設計、契約、施 
    工、監督及び検査に関すること。 
 ・道路、河川、海岸、砂防指定地、都市計画施設及び県営住宅並びに国有及び県有土地 
    の維持管理に関すること。 
 ・宅地造成等の規制に関すること。      
 ・砂利採取及び砕石に関すること。     
 ・水防及び災害復旧事業に関すること。 
 ・ダムの施設改良及び維持管理に関すること。 

地 域 振 興 局 建 設 部 

                   ・港湾施設の建設及び管理に関すること。 

                   ・空港の管理に関すること。 

港 湾 事 務 所 

空 港 管 理 事 務 所 
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１　　第２期ふるさと秋田元気創造プランについて

（１）　プラン策定の趣旨

　　　

　　　

（２）　プランの推進期間

　

（３）　プランを構成する重点戦略、基本政策とその推進に向けて

　　　

 A．「資源大国」の強みを生かし、成長する秋田 
 B．魅力づくりと基盤整備による「交流」盛んな秋田 
 C．多様な「人材」を育み、誰もが「安心」して暮らす秋田 

第 ２ 節   施 策 ・ 予 算 

 日本全体が人口減少局面を迎える中、本県がその減少に歯止めをかけることは難しい状況にありま
すが、今後も秋田が持続的に発展していくためには、若者の県内定着や少子化対策、子育て支援策等
の直接的な歯止め策に加え、産業経済活動の維持・成長や働く場の確保のほか、人口減少社会を踏ま
えた新たな社会システムの構築など先駆的な取組を進める必要があります。 
 「ふるさと秋田元気創造プラン」に基づき、これまでの４年間、リーマンショック後の落ち込んだ本県経
済の立て直しを図りながら、将来の成長を支える産業の育成をはじめ、新たな農業・農村政策の展開、
社会資本の整備、医療・福祉の充実、少子化対策など、本県が抱える基本問題に対応するとともに、将
来の発展に向けた土台づくりに全力で取り組んできました。 
 今後は、これまでの取組の成果を生かしつつ新たな視点を織り込み、本県を取り巻く様々な課題を解
決し、県が成長軌道に乗れるよう全力で各般の施策・事業を推進していくことが重要です。 
 このような考えのもと、時代の潮流や社会経済情勢の変化等を踏まえながら、本県が抱える基本問題
を克服するとともに元気な秋田を創り上げていくため、平成２６年度からの新たな県営運営指針として、
「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」を策定しました。 

平成２６年度から平成２９年度までの４年間をプランの推進期間とします。 

 プランは、おおむね１０年後の「秋田の目指す将来の姿」を見据え、４年間で“３つの元気”創造を目
指すための「６つの重点戦略」のほか、県民の基礎的な生活環境の整備を進めるため、継続的に取り
組む「５つの基本政策」を位置づけています。 
 また、プランに盛り込まれた取組以外にも行政上重要となる個別の政策分野や、具体的な個々の施
策等については、それぞれの「個別計画」を作成し取組を進めるほか、「新行財政改革大綱（第２期）」
に基づき効果的で効率的な行財政運営を推進します。 

【「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」と「個別計画」、「行財政改革大綱」の構成概要】 

４年間で創造する“３つの元気” 

 １．産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略 
 ２．国内外に打って出る攻めの農林水産戦略 
 ３．未来の交流を創り、支える観光・交通戦略 

 ４．元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略 
 ５．未来を担う教育・人づくり戦略 
 ６．人口減少社会における地域活力創造戦略 

６つの重点戦略 

３つの元気創造を目指し、 

４年間で重点的に取り組む施策 

「プラン」推進に向けて 

第２期ふるさと秋田元気創造プラン 

プ
ラ
ン
と
個
別
計
画
と
が
一
体
と
 

な
っ
た
県
政
運
営
の
推
進
 

 政策分野ごとの個別のビジョンや推進計画（「個別計画」） 

 秋田の目指す将来の姿 （おおむね１０年後の姿） 

６つの重点戦略 と ５つの基本政策 

秋田県総合交通ビジョン 
ふるさと秋田農林水産 

ビジョン 

秋田県東アジア交流 

推進構想 

あきた循環のみず推進計画 
秋田県橋梁長寿命化 

修繕計画 

第３次秋田県男女共同 

参画推進計画 

国土利用計画 等 
 １．県土の保全と防災力強化 
 ２．県民総参加による環境保全対策の推進 
 ３．若者の育成支援と男女共同参画の推進 
 ４．安全で安心な生活環境の確保 
 ５．ICTの活用と科学技術の振興 

５つの基本政策 

 「新行財政改革大綱（第２期）」の推進 

県民の基礎的な生活環境を整備するため、 
継続的に取り組む施策 

４年間で創造する “３つの元気” 
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戦略（６） 施策（３６） 方向性（１１３）

１　企業の経営基盤の強化

２　地場産業の振興

３　中小企業の事業継承や事業再生の支援

１　中小企業の育成と技術イノベーションの創出

２　自動車関連産業と航空機関連産業の振興

３　医工連携による医療機器関連産業の育成

４　電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開

５　付加価値の高い情報関連産業の確立

６　起業の促進と商業・サービス業の振興

７　産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発

１　新エネルギー関連産業の創出・育成

２　環境・リサイクル産業の拠点化

１　東アジア等とのビジネス拡大と物流ネットワークの構築

２　港湾の機能強化

３　企業誘致の推進と企業の投資促進

１　産業構造の変化に対応した産業人材の育成

２　県内就職の促進と多様な人材の確保

１　トップブランドを目指した園芸産地づくり

２　実需者ニーズに機動的に対応する青果物流通体制の構築

３　県産牛の新たなブランド確立と全国メジャー化の推進

４　新たな需要創出による比内地鶏等の出荷拡大と畜産を核とした地域活性化

５　食の安全・安心への取組強化と環境保全型農業の推進

６　生産・消費現場と密着した試験研究の推進

１　売れる米づくりの推進と秋田米ブランドの再構築

２　生産性の向上による高収益農業の実現に向けた基盤整備の推進

３　あきたの農産物総ぐるみによる多様な水田農業の推進

１　加工・流通販売業者など異業種との連携による新たなビジネスの創出

２　農業法人等による加工や産直など経営の多角化の促進

３　地産地消の取組の強化

１　認定農業者や農業集落組織の経営基盤の強化

２　地域農業を牽引する農業法人などトップランナーの育成

３　女性農業者による起業活動の強化

４　農外からの参入など多様なルートからの新規就農者の確保・育成

１　原木の低コスト生産・安定供給に向けた川上対策の充実・強化

２　大規模製材工場を核とした競争力の高い製品づくりや県産材の需要拡大

３　低質材を活用した木質バイオマスの利用促進

４　高い技術と知識を持った林業の担い手の確保・育成

１　つくり育てる漁業と適切な資源管理による漁獲量の安定化

２　県産水産物の高付加価値化・ブランド化による販路拡大

３　持続的な漁業の発展を支える担い手の確保・育成

４　漁港・漁場等の生産基盤の計画的な整備の推進

１　お客様目線を重視したビジネスとして継続・成長していく観光産業の形成

２　お客様と秋田への観光を結び付けるネットワークづくり

３　多様な分野との連携

４　県を挙げた取組態勢の再構築

１　県外市場にチャレンジする食品事業者群の育成

２　市場ニーズを先取りした秋田オリジナルな商品開発

３　ターゲットや地域を明確にした戦略的プロモーション

１　県民参加による国民文化祭の実施

２　文化による交流人口の拡大

３　文化の継承と創造

４　文化活動の拡充とにぎわい創出を図る新たな文化施設の整備の推進

１　全国や世界のひのき舞台で活躍できる選手の育成と強化

２　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

３　スポーツを活用した地域の活性化

４　住民が主体的に参画できる地域のスポーツ環境の整備

１　高速道路ネットワークの早期完成

２　高速道路を補完する幹線道路ネットワークの形成

３　地域間ネットワークの構築

４　生活道路の機能強化

１　交通機関の利便性向上と航空ネットワーク機能の強化

２　第三セクター鉄道等の持続的運行の確保と活用促進

３　生活バス路線など地域の実情に合った交通手段の確保

※朱書きは主に建設部に関連した方向性

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」　戦略体系

Ⅰ　産業構造の転換に向けた
 　　産業・エネルギー戦略

Ⅱ　国内外に打って出る
　　 攻めの農林水産戦略

１　企業の経営基盤の強化と
　　地場産業の振興

２　秋田の成長を牽引する
　　企業の育成と成長分野への
　　新たな事業展開

３　「新エネルギー立県秋田」の
　　創造と環境・リサイクル産業
　　の拠点化

４　海外取引の拡大と産業拠点
　　の形成

２　秋田米を中心とした
　　水田フル活用の推進

５　全国最大級の木材総合
　　加工産地づくりの推進

６　水産物のブランド確立と
　　新たな水産ビジネスの展開

５　秋田の産業を支える人材の
　　育成

１　“オール秋田”で取り組む
　　ブランド農業の拡大

２　秋田の食の魅力の磨き上げ
　　と県外への販路拡大

３　秋田の文化力の更なる向上
　　による地域の元気創出

４　「スポーツ立県あきた」の
　　推進

５　県土の骨格を形成する
　　道路ネットワークの整備促進

６　交通ネットワークの利便性
    向上と地域交通の確保

４　地域農業を牽引する競争力
　　の高い経営体の育成

３　付加価値と雇用を生み出す
　　６次産業化の推進

Ⅲ　未来の交流を創り、支える
　　 観光・交通戦略

１　ビジネスとして継続・成長
　　していく総合戦略産業として
　  の観光の推進
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戦略（６） 施策（３６） 方向性（１１３）

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」　戦略体系

１　生活習慣病の予防対策の推進

２　総合的ながん対策の推進

１　地域の中核的な病院等における医療機能の強化と高度医療の充実

２　救急・周産期医療体制の整備

３　在宅医療提供体制の充実

４　医療機関相互の連携の充実

５　医師等の医療従事者への支援と定着の促進

１　高齢者の生きがい・健康づくりの推進

２　医療・介護・福祉の連携強化による包括的ケアシステムの構築

３　認知症対策の推進

４　障害者の地域生活支援体制の強化

５　ひきこもり対策の推進

６　介護・福祉人材の確保・育成

１　県民に対する普及啓発活動と相談体制の充実強化

２　うつ病等の早期発見・早期受診の促進と職場メンタルヘルス対策の促進

３　地域における取組への支援と自殺未遂者対策の充実

１　ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

２　社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

１　一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進

２　英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

１　規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成

２　生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成

１　質の高い学習の基盤となる教育環境の整備

２　学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

１　多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

２　芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存・活用

１　特色ある教育に磨きをかけ魅力アップを図る取組の推進

２　大学等による地域の活性化や課題解決に向けた取組の促進

１　学校における多様な国際教育の推進

２　海外との交流や県民の国際理解の促進

１　秋田の成長を担う若者の県内定着

２　Ａターン就職をはじめとした移住・定住の拡大

１　実践的な県民運動の充実強化

２　地域社会全体で少子化対策を応援する取組の推進

１　結婚や出産、家庭に対する意識の醸成

２　「あきた結婚支援センター」による出会いの機会の提供

１　子育て家庭の経済的負担の軽減

２　地域の子育てサポート体制の充実

３　安心して出産できる環境づくり

４　企業による仕事と子育てを両立できる環境づくり

１　地域の支え合い体制の充実

２　地域の魅力を生かした体験交流の促進と地域のにぎわいづくり

１　県と市町村による支援体制の充実

２　県内外の自治会等の多様な連携の促進

３　地域コミュニティの持続的な活動を支える仕組みづくり

１　ＮＰＯ等による自立的活動の促進

２　多様な主体による「協働」の推進

３　地域活動への女性の参画拡大

１　効果的・効率的な行政システムの構築

２　地域活性化に向けた未来づくり協働プログラムの推進

※朱書きは主に建設部に関連した方向性

Ⅵ　人口減少社会における
　　 地域力創造戦略

１　秋田への定着、移住・定住
　　の拡大

２　官民一体となった少子化
　　対策の推進

７　「協働」の多様な担い手の
　　確保と活動の促進

８　県と市町村の協働の推進

４　子どもを産み・育てる環境の
　　充実強化

３　次の親世代に対する支援の
　　充実強化

６　人口減少社会を踏まえた
　　地域コミュニティの再構築

５　地域の人材や資源を
　　生かした地域力の向上

４　民・学・官一体となった
　　総合的な自殺予防対策の
　　推進

２　いのちと健康を守る
　　医療提供体制の充実強化

１　元気で長生きできる
　　健康づくりの推進

６　高等教育の充実と地域貢献
　　の促進

７　グローバル社会で活躍でき
　　る人材の育成

４　良好で魅力ある学びの場
　　づくり

３　豊かな心と健やかな
　　体の育成

２　確かな学力の定着と
　　独創性や表現力の育成

５　生涯学習を行動に結び付け
　　る環境と芸術・文化に親しむ
　　機会づくり

３　高齢者や障害者等を地域で
　　支える体制づくり

Ⅳ　元気な長寿社会を実現す
　　 る健康・医療・福祉戦略

Ⅴ　未来を担う教育・人づくり
　　 戦略

１　自らの未来を切り開き社会
　　に貢献する人材の育成
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政策（５） 施策（１１） 方向性（４１）

１　地震、治水、治山対策等による生命と財産を守る安全な地域づくり

２　豪雨による洪水被害や水不足への対応

３　大規模災害に対応できる交通基盤体制の整備

４　社会資本の維持・点検と長寿命化の推進

５　耐震化の推進

６　地域を支える建設産業の体質強化

１　総合的な防災対策の推進

２　東日本大震災の被災地支援

１　地球温暖化防止に向けた低炭素社会の構築

２　森林の適正な管理による二酸化炭素の吸収促進

３　良好な環境の保全対策の推進

４　三大湖沼の水質保全対策の推進

５　循環型社会形成の推進

１　自然環境の保全

２　自然と触れ合う多彩な活動の推進

３　森林・農地等の保全と活用

４　地域の良好な景観の保全、創造と活用

１　子ども・若者の育成環境の整備

２　子ども・若者の自立支援の推進

１　男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発

２　地域における実践活動の支援

３　市町村との連携・協働によるＤＶ防止対策の推進

１　県民の防犯意識の向上と防犯活動の強化

２　犯罪被害者等の支援

３　県民運動の展開等による総合的な交通安全対策

１　消費者の自立や被害防止に向けた取組の充実・強化

２　自主的衛生管理の向上等による食品の安全・安心の確保

３　生活衛生営業者の育成

４　人と動物が共生できる社会の形成

１　快適で利便性の高い道路環境の整備

２　上下水道の普及促進

３　安らぎと潤いのある空間の創出

４　良好な居住環境の確保

５　コンパクトで魅力あるまちづくりの推進

６　安全で快適なバリアフリー社会の実現

１　ＩＣＴを活用した行政サービスの拡充

２　携帯電話等のサービス空白地域の解消

１　産学官連携による科学技術イノベーションの推進

２　公設試験研究機関における研究開発の推進

３　地域の産業と生活を支える科学技術系人材の育成・確保

４　県民・地域との双方向コミュニケーションによる理解と連携・強力の推進

※朱書きは主に建設部に関連した方向性

１　ＩＣＴの活用と情報通信基盤
　　の形成

２　科学技術による活力ある
　　地域づくり

１　子ども・若者の育成支援の
　　推進

２　男女共同参画社会の形成

Ⅳ　安全で安心な生活環境
　　 の確保

１　安全・安心なまちづくり

３　四季を通じて快適な生活
　　環境の確保

２　消費者の被害防止や食品
　　の安全・安心の確保と動物
　　愛護の推進

Ⅲ　若者の育成支援と男女
　　 共同参画の推進

Ⅴ　ＩＣＴの活用と科学技術の
　　 振興

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」　基本政策体系

１　健全な県土保全の推進

２　地域防災力の強化

１　環境保全と循環型・低炭素
　　型社会の構築

２　自然環境と景観の保全

Ⅰ　県土の保全と防災力強化

Ⅱ　県民総参加による
　　 環境保全対策の推進
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（４）　建設部関係の主な施策・取組方向

　　戦略毎の取組

　　○産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

　　①　環日本海交流を支える物流拠点の整備

　　・　秋田港国際コンテナターミナルガントリークレーンの整備

　　・　秋田港が目指すべき将来に向けた港湾計画の見直し

　　・　秋田港から高速道路等へのアクセス道路として、北部道路等の整備促進及び

　　　　更なるアクセス性向上を図るための方策の検討

　　○未来の交流を創り、支える観光・交通戦略

　　①　高速道路の整備促進

　　・　日沿道「鷹巣大館道路」「遊佐象潟道路」「鷹巣西道路（県施工区間）」等の整備促進

　　・　東北中央道「昭和～雄勝こまち」間の整備促進

　　②　地域高規格道路の整備促進

　　・　「盛岡秋田道路」「大曲鷹巣道路」の整備促進

　　③　主要都市間を結ぶ幹線道路の整備促進

　　・　国道７号（下浜道路、秋田南バイパス）、国道13号（河辺拡幅）等の整備促進

　　④　生活圏を結ぶ幹線道路の整備促進

　　・　国道285号（中津又、滝ノ沢バイパス）等の整備推進

　　⑤　高速ＩＣなど交通結節点へのアクセス道路の整備推進

　　・　県道象潟矢島線（荒屋妻工区）の整備推進

　　・　新たなＩＣ整備への支援

　　⑥　生活道路の整備推進

　　・　県道鷹巣川井堂川線（杉山田工区）、県道秋田八郎潟線（町村工区）等の整備推進

◆港湾の機能強化 
 秋田港国際コンテナターミナル２期工事を着実に推進するなど、環日本海交流拠点としての秋
田港の機能強化に向けた取組を推進するとともに、地域の物流拠点としての船川港・能代港の整
備を促進します。 

◆県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進 
 広大な県土を有し積雪寒冷地でもある本県が、少子高齢化が急激に進み人口が減少していく中
で、県全体の活力を維持し地域として自立していくためには、住民の生活や経済活動、地域間の
交流等を支える交通網の整備、とりわけ道路ネットワークの整備が不可欠です。 
 このため、高速道路ネットワークの早期完成を目指すとともに、地域間の交流を支える主要幹
線道路や住民生活を支える道路等の整備を促進します。 
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　　基本政策の取組

　　○県土の保全と防災力強化

　　　①　地震、治水、治山対策等による生命と財産を守る安全な地域づくり

　　・　河川改修や海岸整備 　　・　雪崩、地吹雪対策

　　・　ハード、ソフト両面からの土砂災害対策 　　・　道路法面等の防災、減災対策

　　・　港湾における津波防災対策

　　　②　豪雨による洪水被害や水不足への対応

　　・　国直轄ダム（成瀬ダム、鳥海ダム）の整備促進

　　　③　大規模災害に対応できる交通基盤体制の整備

　　・　緊急輸送道路の整備 　　・　港湾における津波強化岸壁の整備

　　　④　社会資本の維持・点検と長寿命化の推進

　　・　橋梁長寿命化計画等に基づく適正な管理と予防保全・　市町村に対する技術支援体制の強化

　　・　河川、ダム管理施設等の計画的な点検と整備の実施

　　　⑤　耐震化の推進

　　・　橋梁耐震補強等の社会資本の耐震化の推進 ・　民間建築物の耐震化の推進

　　　⑥　地域を支える建設産業の体質強化

　　・　新技術・新工法導入等活動領域の拡大、観光・農業等の成長分野進出に向けた支援

　　・　若手技術者の技術力向上支援

　　○県民総参加による環境保全対策の推進

　　　①　地域の良好な景観の保全、創造と活用

　　・　市町村の景観行政団体化への支援や普及啓発等の実施

　　・　景観に配慮した公共事業の実施（電線類の地下埋設化や景観に配慮した防護柵の設置等）

　　○安全で安心な生活環境の確保

　　　①　快適で利便性の高い道路環境の整備

　　・　歩道や防護柵等の交通安全施設の整備 　　・　適切な道路除排雪の実施

　　・　分かりやすい道路案内標識の整備 　　・　消融雪施設の保全・整備

　　　②　下水道の普及促進

　　・　流域下水道、公共下水道の整備 　　・　合併処理浄化槽の整備

　　・　農業集落排水施設等の整備

　　　③　安らぎと潤いのある空間の創出

　　・　都市公園の整備 　　・　河川環境の保全、整備

　　　④　良好な居住環境の確保

　　・　住宅の増改築等に係る支援 　　・　長期優良、省エネ、バリアフリー住宅等の普及促進

　　　⑤　コンパクトで魅力あるまちづくりの推進

　　・　都市計画制度を活用した集約型都市構造への転換を推進 ・　土地区画整理事業の推進

　　・　市街地再開発事業の推進 　　・　都市計画街路の整備

◆健全な県土保全の推進 
 近年頻発する地震や異常気象等の大規模災害を踏まえ、災害による被害の未然防止に向け
た効果的な施設整備により、災害から県民の生命と財産を守るとともに、均衡のとれた社会
基盤整備を推進し、健全な県土の保全に取り組みます。 

◆四季を通じて快適な生活環境の確保 
 四季を通じてゆとりや豊かさを実感し、快適で住みやすい魅力あるまちづくりを推進します。 

－ 15 －



２　平成２７年度建設部重点事項

テーマ

「秋田の自立を支える社会基盤づくり」

◆秋田の成長戦略を支える基盤づくり

　日本海国土軸の形成や環日本海交流の促進等による産業構造の転換、総合戦略産業とし

ての観光振興など、「秋田の成長戦略」を支える物流・交流ネットワークとして、日本海

沿岸東北自動車道や東北中央自動車道、広域幹線道路、港湾や空港の整備を推進します。

① 幹線道路網の整備

１ 県道大館能代空港線（鷹巣西道路）

２ 日沿道「鷹巣大館道路」など事業中区間の整備促進 等
【国直轄事業負担金】

４ 「大曲鷹巣道路」の整備に向けた取組強化

５ 国道７号「下浜道路」「秋田南バイパス」等の整備
【国直轄事業負担金】

６ 県管理国道、県道の整備

② 環日本海交流を支える港湾の整備

１ 秋田港ガントリークレーンの整備《平成27年度完成予定》

２ (新)港湾区域内における洋上風力発電の推進

３ 外航クルーズ船誘致に向けたＰＲ活動

③ 空港機能の強化

１ 空港の経営体制の検討

２ 空港の保安・安全対策の推進

◆安全・安心を未来につなぐ基盤づくり
　近年多発する集中豪雨や豪雪、東日本大震災等の自然災害、中央自動車道笹子トンネル

天井板崩落事故等を踏まえ、県民が将来にわたって安全・安心に暮らせるよう、防災・減

災対策、インフラの長寿命化対策を推進するとともに、成瀬ダム、鳥海ダムの整備促進に

官民一体で取り組みます。

① 治水、土砂災害対策等による安全な地域づくり

１ 土砂災害警戒区域等の指定加速化

２ 都市近郊河川等の改修（三種川、新城川 等）

３ 港湾の津波防災対策（秋田港、能代港） 22,050 港湾空港課

693,000 河川砂防課

5,057,810 河川砂防課

11,840 港湾空港課

274,811 港湾空港課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

34,000 港湾空港課

2,607 港湾空港課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

5,831,500 道路課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

837,200 港湾空港課

３ 東北中央道「昭和～雄勝こまち」間の整備促進 - 道路課

8,000 道路課

949,867 道路課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

1,024,000 道路課

2,115,000 道路課
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② 豪雨による洪水被害や水不足への対応

１ 成瀬、鳥海ダムの整備促進
【国直轄事業負担金】

③ 長寿命化や耐震化等の推進

１ 道路施設の長寿命化、耐震化の推進

２ 河川関連施設等の長寿命化等の推進

３ 耐震診断義務付け建築物の診断費用に対する支援

④ 地域を支える建設産業の体質強化

１ 建設業の担い手確保・育成と経営基盤強化

◆　暮らしやすい生活環境づくり
　少子高齢化や人口減少に対応したコンパクトで魅力あるまちづくりを進めるため、街路

整備や市街地再開発事業等による都市機能の集積、都市公園等の整備による安らぎと潤い

のある空間の創出、下水道の普及や良好な居住環境の確保により、暮らしやすい生活環境

づくりを進めます。

① コンパクトで魅力あるまちづくりの推進

１ 都市計画街路の整備

２ 土地区画整理事業の推進

３ (新)各都市の課題解決に向けたコンパクトシティの研究

４ 市街地再開発事業の推進

② 安らぎと潤いのある空間の創出

１ 都市公園の整備（あきたスカイドームの再整備等）

２ 道の駅あきた港セリオンリスタの再整備

３ 河川環境の保全

③ 下水道の普及促進（効率的な行政システムの構築）

１ (新)生活排水処理の広域共同化に向けた新構想策定

２ (新)県北地区の汚泥集約処理施設の建設

④ 良好な居住環境の確保

１ 住宅リフォームの推進

654,397 都市計画課

103,700

重点施策

1,058,234 建築住宅課

当初予算額(千円) 所管課

42,761 都市計画課

101,277 建築住宅課

港湾空港課

39,700 下水道課

765

11,905 建築住宅課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

1,307,000 都市計画課

2,949,000 道路課

583,540 河川砂防課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

783,649 河川砂防課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

12,940 下水道課

河川砂防課

89,300

都市計画課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

46,589 建設政策課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
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３　　平成２７年度当初予算の概要

　　　 ◆県予算及び建設部予算の推移

単位：百万円、（　）内は県全体に対する構成比（％）

　　　 ◆平成２７年度当初予算概況
（単位：千円、％）

２６年度当初予算 ２７年度当初予算 増減額

② ② ②－①

61,443,191 62,519,208 1,076,017

公共事業(補助) 19,561,353 19,948,281 386,928

公共事業(単独) 18,663,156 19,759,972 1,096,816

公共災害復旧事業 3,360,484 3,103,022 ▲ 257,462

国直轄事業負担金 7,938,040 8,072,635 134,595

その他投資的経費 837,856 830,746 ▲ 7,110

一般行政経費 11,082,302 10,804,552 ▲ 277,750

10,151,280 11,400,396 1,249,116

能代港ｴﾈﾙｷﾞｰ基地建設用
地整備事業 1,520,900 3,172,314 1,651,414

下水道事業 6,211,166 6,473,589 262,423

港湾整備事業 2,419,214 1,754,493 ▲ 664,721

71,594,471 73,919,604 2,325,133

601,187,000 601,430,000 243,000

10.2% 10.4% ―　構成比（Ａ／Ｂ）

　合　　計 103.2

101.7

104.2

100.0　県全体（一般会計）Ｂ

―

208.6

72.5

97.5

112.3

92.3

99.2

増減比

②／①
区　　　分

101.8

　特別会計

102.0

105.9

　一般会計Ａ

平成23年度 

平成24年度 

平成25年度 

平成26年度 

平成27年度 

県一般会計予算額 建設部一般会計予算額 

60,550(10.0%) 

62,519(10.4%) 

63,663(10.6%) 

602,678 

601,430 

602,152 

606,175 

61,494(10.1%) 

61,443(10.2%) 

601,187 

※平成25年度は 
 6月補正後の予算額 

－18－



当初予算額(千円) 合計に対する割合

2 総務費 600,565 1.0%

1 総務管理費 576,145 0.9%

2 企画費 24,420 0.0%

4 衛生費 100,597 0.2%

2 環境衛生費 100,597 0.2%

6 農林水産業費 191,600 0.3%

3 農地費 191,600 0.3%

8 土木費 58,129,358 92.9%

1 土木管理費 1,845,279 2.9%

2 道路橋りょう費 31,888,016 51.0%

3 河川海岸費 13,838,840 22.1%

4 港湾費 4,429,630 7.1%

5 都市計画費 3,752,443 6.0%

6 住宅費 2,375,150 3.8%

11 災害復旧費 3,497,088 5.6%

2 土木施設災害復旧費 3,497,088 5.6%

62,519,208 100.0%

◆　平成２７年度　建設部一般会計当初予算の内訳

款 項

合　　　　計

道路橋りょう費 

318.9億円 

(51.0%) 

河川海岸費 

138.4億円 

(22.1%) 

港湾費 

44.3億円 

(7.1%) 

都市計画費 

37.5億円 

(6.0%) 

災害復旧費 

35.0億円 

(5.6%) 

住宅費 

23.8億円 

(3.8%) 

土木管理費 

18.4億円 

(2.9%) 

その他 

8.9億円 

(1.4%) 

建設部 
平成２７年度一般会計当初予算 

625億1,920万円 

(1.5%) 

－19－


